
 

令和３年 6月１日 
〇 福岡県農林水産部（県営農業農村整備事業）電子納品運用ガイドライン（案）の一部改訂について（新旧対照表）  

改   定   後 現       行 
 

      福岡県農林水産部（県営農業農村整備事業） 

   電子納品運用ガイドライン（案） 令和３年６月 

 

  

１．福岡県農林水産部（県営農業農村整備事業）電子納品運用ガイドライン（案）の目的 

福岡県では、福岡県電子県庁推進計画（平成１３年１２月）に基づき、行政サービスの向上を目的とした公共事

業の調達業務の電子化を推進しており、その施策として農林水産部では「福岡県農林水産部（県営農業農村整備事

業）電子納品運用ガイドライン（案）」（以下、「本ガイドライン案」という。）を作成し、農林水産部所管の県営農

業農村整備事業に係る電子納品の運用を実施することとします。 

 

福岡県農林水産部の県営農業農村整備事業に係る電子納品は、農林水産省農村振興局策定の電子納品に係る各要

領（案）及びガイドライン（案）等に準拠しますが、「本ガイドライン案」と、農林水産省農村振興局策定の電子納

品に係る各要領（案）及びガイドライン（案）等と異なる事項は「本ガイドライン案」が優先するものとします。 

なお、「本ガイドライン案」については電子納品の運用状況を見ながら順次見直しを図っていく予定です。 

 

 ※なお、工事については、「本ガイドライン案」中の「受注者」を「請負者」と読み替えるものとする。 

 

 

 

２ ～３ 【省略】 

 

 

 

４．適用基準 

 

農林水産部（県営農業農村整備事業）における電子納品の成果物に格納する電子データ及びフ

ァイルフォーマット等は、農林水産省が策定する各要領（案）及びガイドライン(案)に準拠する

ものとします。 

 

電子納品は、成果品を電子データで納品することで、あらゆる業務段階（測量調査設計・工事発注・施工管理・

維持管理）を通して、データの有効活用を図るものです。そのため、データの作成に関して一定の統一基準を設け

ておくことで、各機関間でのデータの有効活用が可能となり、様々な分野で効果が発揮されることになります。 

以上のことから、本県においても国が定めた各要領（案）及びガイドライン（案）に準拠するものとして、電子

成果品の仕様を定めます。また、適用時期についても国に準ずることとします。 

なお、各要領（案）及びガイドライン（案）は、農林水産省ホームページの電子納品に関するページを参照してく

ださい。 

 

 

 

   福岡県農林水産部（県営農業農村整備事業） 

   電子納品運用ガイドライン（案）【基本編】 平成２８年１０月 

 

  

１．福岡県農林水産部（県営農業農村整備事業）電子納品運用ガイドライン（案）の目的 

福岡県では、福岡県電子県庁推進計画（平成１３年１２月）に基づき、行政サービスの向上を目的とした公共事

業の調達業務の電子化を推進しており、その施策として農林水産部では「福岡県農林水産部（県営農業農村整備事

業）電子納品運用ガイドライン（案）」（以下、「本ガイドライン案」という。）を作成し、農林水産部所管の県営農

業農村整備事業に係る電子納品の運用を実施することとします。 

 

福岡県農林水産部の県営農業農村整備事業に係る電子納品は、農林水産省農村振興局策定の電子納品に係る各要

領（案）及びガイドライン（案）等に準拠しますが、「本ガイドライン案」と、農林水産省農村振興局策定の電子納

品に係る各要領（案）及びガイドライン（案）等と異なる事項は「本ガイドライン案」が優先するものとします。

なお、差異や県独自の取り決め等は別途【参考資料編】に掲載しています。 

なお、「本ガイドライン案」については電子納品の運用状況を見ながら順次見直しを図っていく予定です。 

 

 ※なお、工事については、「本ガイドライン案」中の「受注者」を「請負者」と読み替えるものとする。 

 

 

２ ～３ 【省略】 

 

 

 

４．適用基準 

 

農林水産部（県営農業農村整備事業）における電子納品の成果物に格納する電子データ及びフ

ァイルフォーマット等は、農林水産省が策定する各要領（案）及びガイドライン(案)に準拠する

ものとします。 

 

 電子納品は、成果品を電子データで納品することで、あらゆる業務段階（測量調査設計・工事発注・施工管理・

維持管理）を通して、データの有効活用を図るものです。そのため、データの作成に関して一定の統一基準を設け

ておくことで、各機関間でのデータの有効活用が可能となり、様々な分野で効果が発揮されることになります。 

以上のことから、本県においても国が定めた各要領（案）及びガイドライン（案）に準拠するものとして、電子

成果品の仕様を定めます。また、適用時期についても国に準ずることとします。 

なお、各要領（案）及びガイドライン（案）は、農林水産省ホームページの電子納品に関するページを参照してく

ださい。 

 

 

 

1



 

令和３年 6月１日 
〇 福岡県農林水産部（県営農業農村整備事業）電子納品運用ガイドライン（案）の一部改訂について（新旧対照表）  

改   定   後 現       行 
 

表１   電子納品に係る各要領・ガイドライン(案) 

※策定年月は、令和 3年 6月時点の最新のもの。 

 

５～８ 【省略】 

 

９.電子データを用いた書類検査 

 

 ９．１ 【省略】 

 

 要領・基準名 策定年月 策定者 入手先(ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ) 

工
事 

工事完成図書の電子納品要領(案) H31. 3 農林水産省  

農林水産省 

「農業農村整備事業の

電子納品要領等」 

 

http://www.maff.go.jp/j/

nousin/seko/nouhin_youry

ou/index.html 

電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案)【工事編】 H31. 3 〃 

設
計 

設計業務等の電子納品要領(案) H31. 3 〃 

電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案)【業務編】 H31. 3 〃 

測
量 

測量成果電子納品要領(案) H31. 4 〃 

電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案)【測量編】 H31. 4 〃 

地
質
・
土
質 

地質・土質調査成果電子納品要領（案） H31. 3 〃 

電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案)【地質・土質調査編】 H31. 3 〃 

図
面 

電子化図面ﾃﾞｰﾀの作成要領(案) H31. 3 〃 

電子化図面ﾃﾞｰﾀ作成運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案) H31. 3 〃 

写
真 

電子化写真ﾃﾞｰﾀの作成要領(案) H31. 3 〃 

電
気
通
信
設
備 

工事完成図書の電子納品要領(案)電気通信設備編 H31. 3 〃 

電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案)【電気通信設備工事編】 H31. 3 〃 

設計業務等の電子納品要領(案)電気通信設備編 H31. 3 〃 

電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案)【電気通信設備業務編】 H31. 3 〃 

電子化図面ﾃﾞｰﾀの作成要領(案)電気通信設備編 H31. 3 〃 

電子化図面ﾃﾞｰﾀ作成運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案)電気通信設備編 H31. 3 〃 

機
械
設
備
工
事 

工事完成図書の電子納品要領(案)機械設備工事編 H31. 3 〃 

電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案)【機械設備工事編】 H31. 3 〃 

設計業務等の電子納品要領(案)機械設備工事編 H31. 3 〃 

電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案)機械設備工事編【業務】 H31. 3 〃 

電子化図面ﾃﾞｰﾀの作成要領(案)機械設備工事編 H31. 3 〃 

電子化図面ﾃﾞｰﾀ作成運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案)機械設備工事編 H31. 3 〃 

表１   電子納品に係る各要領・ガイドライン(案) 

※策定年月は、平成 28年 10月時点の最新のもの。 

 

５～８ 【省略】 

 

９.電子データを用いた書類検査 

 

 ９．１ 【省略】 

 

 要領・基準名 策定年月 策定者 入手先(ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ) 

工
事 

工事完成図書の電子納品要領(案) H23. 3 農林水産省  

農林水産省 

「農業農村整備事業の

電子納品要領等」 

 

http://www.maff.go.jp/j/

nousin/seko/nouhin_youry

ou/index.html 

電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案)【工事編】 H24. 3 〃 

設
計 

設計業務等の電子納品要領(案) H23. 3 〃 

電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案)【業務編】 H24. 3 〃 

測
量 

測量成果電子納品要領(案) H24. 3 〃 

電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案)【測量編】 H24.12 〃 

地
質
・
土
質 

地質・土質調査成果電子納品要領（案） H24.12 〃 

電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案)【地質・土質調査編】 H24.12 〃 

図
面 

電子化図面ﾃﾞｰﾀの作成要領(案) H23. 3 〃 

電子化図面ﾃﾞｰﾀ作成運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案) H24. 3 〃 

写
真 

電子化写真ﾃﾞｰﾀの作成要領(案) H23. 3 〃 

電
気
通
信
設
備 

工事完成図書の電子納品要領(案)電気通信設備編 H17. 4 〃 

電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案)【電気通信設備工事編】 H25. 3 〃 

設計業務等の電子納品要領(案)電気通信設備編 H25. 3 〃 

電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案)【電気通信設備業務編】 H25. 3 〃 

電子化図面ﾃﾞｰﾀの作成要領(案)電気通信設備編 H25. 3 〃 

電子化図面ﾃﾞｰﾀ作成運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案)電気通信設備編 H25. 3 〃 

機
械
設
備
工
事 

工事完成図書の電子納品要領(案)機械設備工事編 H19. 4 〃 

電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案)【機械設備工事編】 H26. 3 〃 

設計業務等の電子納品要領(案)機械設備工事編 H26. 3 〃 

電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案)機械設備工事編【業務】 H26. 3 〃 

電子化図面ﾃﾞｰﾀの作成要領(案)機械設備工事編 H26. 3 〃 

電子化図面ﾃﾞｰﾀ作成運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ(案)機械設備工事編 H26. 3 〃 
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令和３年 6月１日 
〇 福岡県農林水産部（県営農業農村整備事業）電子納品運用ガイドライン（案）の一部改訂について（新旧対照表）  

改   定   後 現       行 
 

 ９．２ 電子成果品（CD-R等）の内容確認 

業務委託あるいは工事完了時には、「電子成果品確認用チェックシート」を用いて、電子成果品の内容確認及

び紙成果品との照合を行います。 

 

（１）電子媒体の確認 

受注者は、業務委託あるいは工事完了にあたり、電子データを格納したCD-R（DVD‐R）（正1、副各１枚）ととも

に、署名した電子媒体納品書を提出する。発注担当者は、提出された電子媒体のラベルの記載内容について確認を

行う。 

 

（２）～（６） 【省略】 

 

１０．ラベルについて 

 ・CD-R（DVD－R）に用いるラベルについては以下の例（工事）に従うものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ９．２ 電子成果品（CD-R等）の内容確認 

業務委託あるいは工事完了時には、「電子成果品確認用チェックシート」を用いて、電子成果品の内容確認及

び紙成果品との照合を行います。 

 

（１）電子媒体の確認 

受注者は、業務委託あるいは工事完了にあたり、電子データを格納したCD-R（DVD‐R）（正1、副各１枚）ととも

に、署名・捺印した電子媒体納品書を提出する。発注担当者は、提出された電子媒体のラベルの記載内容について

確認を行う。 

 

（２）～（６） 【省略】 

 

１０．ラベルについて 

 ・CD-R（DVD－R）に用いるラベルについては以下の例（工事）に従うものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載項目の説明 

① 契約書記載のものとします。 

② 完成年月を記載します。複数に渡る場合は○／全枚数を記載します。 

③ CORINS（※業務は AGRIS）番号を記載します。 

④ 主任技術者（※業務は管理技術者）が自筆で署名します。 

⑤ 「正」または「副」の別を記載します。 

⑥ 発注者名及び請負者（※業務は受注者）名を記載します。 

⑦ ウイルス対策に関することを記載します。 

記載項目の説明 

① 契約書記載のものとします。 

② 完成年月を記載します。複数に渡る場合は○／全枚数を記載します。 

③ CORINS（※業務は AGRIS）番号を記載します。 

④ 主任技術者（※業務は管理技術者）が自筆で署名します。 

⑤ 「正」または「副」の別を記載します。 

⑥ 発注者名及び請負者（※業務は受注者）名を記載します。 

⑦ ウイルス対策に関することを記載します。 
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令和３年 6月１日 
〇 福岡県農林水産部（県営農業農村整備事業）電子納品運用ガイドライン（案）の一部改訂について（新旧対照表）  

改   定   後 現       行 
 

 

・プラスチックケースについては以下の例に従うものとします。 

 

                                       前 面                          背 面 

 

 

 

      委託は 

       『報告書』 

 

 

 

          枚目/全枚数 

 

（□□：年号）○○年度○○○○○○事業 

 ○○○地区 起工(査定)第○○○号 

 工事名：○○○○工事(委託) 

 

工事完成図書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(

□
□
：
年
号)

○
○
年
度 

○
○
○
○
○
○
○
○
事
業 

○
○
○
○
地
区 

起
工
○
○
号 

 

福
岡
県
○
○
○
○
事
務
所 

  1/10  

 

            

      （□□：年号）○年○月 

           ○○株式会社 

 

 

 

 

 

 

   設計書番号 

○○―○○○○○○○○○○○○○ 

 

 

11．本ガイドライン案に関する問い合わせ先 

 

福岡県農林水産部 農山漁村振興課 技術管理係 

電話番号（代表）：０９２－６５１－１１１１（内線３８７０） 

 ファクシミリ  ：０９２－６４２－４６０５ 

 メールアドレス ：nougyo@pref.fukuoka.lg.jp 

※福岡県の「電子調達システム」全般に関すること、及び「電子納品／情報共有システム」に関することについては、

「統合ヘルプデスク」にお問い合わせください。 

  電話番号：０９２－６３１－１０５６（受付時間：開庁日の８：３０～１８：００） 

 

改訂履歴  平成２０年 ４月 制定 

      平成２８年１０月 改訂 

      令和 ３年 ６月 改訂 

 

・プラスチックケースについては以下の例に従うものとします。 

 

                                        前 面                          背 面 

 

 

 

      委託は 

       『報告書』 

 

 

 

          枚目/全枚数 

 

 平成○○年度○○○○○○事業 

 ○○○地区 起工(査定)第○○○号 

 工事名：○○○○工事(委託) 

 

工事完成図書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平
成
○
○
年
度 

○
○
○
○
○
○
○
○
事
業 

○
○
○
○
地
区 

 

起
工
○
○
号 

 

福
岡
県
○
○
○
○
事
務
所 

  1/10  

 

            

           平成○年○月 

           ○○株式会社 

 

 

 

 

 

 

   設計書番号 

○○―○○○○○○○○○○○○○ 

 

 

11．本ガイドライン案に関する問い合わせ先 

 

福岡県農林水産部 農山漁村振興課 技術管理係 

電話番号（代表）：０９２－６５１－１１１１（内線３８７０） 

 ファクシミリ  ：０９２－６４２－４６０５ 

 メールアドレス ：nougyo@pref.fukuoka.lg.jp 

※福岡県の「電子調達システム」全般に関すること、及び「電子納品／情報共有システム」に関することについては、

「統合ヘルプデスク」にお問い合わせください。 

  電話番号：０９２－６３１－１０５６（受付時間：開庁日の８：３０～１８：００） 

 

改訂履歴  平成２０年 ４月 制定 

      平成２８年１０月 改訂 
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【削除】 

 

福岡県農林水産部（県営農業農村整備事業） 

電子納品運用ガイドライン（案）【参考資料編】 平成２８年１０月 
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